
 

 

森林環境譲与税の使途 

 

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第 27 条及び 34 条に基づ

き、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進

に要する費用に充てるための国税です。その使途に基づく事業にかかる一般財源(市負担分)

に充当しています。 

  

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

中学校施設整備事業 10,230 0 0 0 10,230 9,134

幼稚園施設維持補修事業 12,291 0 0 0 12,291 10,974

私立保育所・認定こども園等
整備事業

2,706 0 0 0 2,706 2,416

図書館運営事業 3,282 0 0 0 3,282 2,930

28,509 0 0 0 28,509 25,454合　　　計
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　　森林環境譲与税収入額 25,454千円
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